
回数/年 必　要　書　類 渡　航　費 宿　泊　費

回数/年 助　成　内　容 必　要　書　類 助　成　金

妊産婦・子育て世帯に向けの助成について

1子につき20万円

こども医療費
助成制度

保険適用の医療費
全額補助

18歳到達後の3月末まで

・印鑑
・保険証(出生児)
・通帳の写し

医療費の
自己負担分

・印鑑
・通帳の写し
・搭乗券又は搭乗証明書(往復分)
・航空運賃又は船舶運賃の領収書
・宿泊費の領収書
・診断書、病院の領収書、明細書

12回
まで

往復
20,880円
を上限に
全額補助

2泊分（渡航日と受診日）
1泊6,000円を上限に
全額補助
※対象：夫婦42歳まで

出産
準備金

1回
出産後1子につき20万円支給

(南大東村に住民登録がある方のみ)

産後2週間健診
産後1ヶ月健診

生殖医療
（不妊治療）

妊婦健診

出産

2,000円/2年
（0-1歳11ヶ月）

・印鑑
・通帳の写し
・親子健康手帳
・住民票謄本　　(世
帯全員記載)

各1回

・印鑑
・通帳の写し
・搭乗券又は搭乗証明書(往復分)
・航空運賃又は船舶運賃の領収書
・宿泊費の領収書
・親子健康手帳

往復
20,880円
を上限に
全額補助

●計14泊分
1泊6,000円を上限に
全額補助

●出産予定日の28日前
から産後1ヶ月までの
宿泊費(上限14万円)

●1泊分(受診日)
1泊6,000円を上限に
全額補助

14回
まで

1回

※加入者保険の変更・対象児情報の変更等があれば、その都度申請お願いします※

乳幼児
紙おむつ
支給事業

1回

0-2歳未満(誕生月の1ヶ月前
まで)のお子様に2,000/月の
島内で購入できるおむつ券

・住民票謄本
(出産補助金と同時申
請ならいりません)

・印鑑

未熟児
養育医療

育成医療
(自立支援)

出生体重が2,000ｇ以下
又は身体機能が未熟な為
入院を必要とする幼児

・印鑑
・通帳の写し
・養育医療意見書

指定養育医療機関の
医療費の自己負担分
(所得に応じて自己負担

金あり)

18歳未満の児童で特定障害を持つ方

・印鑑
・通帳の写し
・育成医療意見書
・保険証

医療費の給付
(自己負担金は
原則１割)
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